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 日本郵便（株）信越支社 郵便・物流オペレーション部は、本日（10月 27日）「2022

年度年賀郵便物の区分方法」について、地方本部に説明してきました。 

 

標記概要は、年賀郵便物の区分方法について、具体的な取り扱い方法を指示するも 

のです。 

 

支社資料②は新潟県の郵便局用、支社資料③は長野県の郵便局用となっています。 

区分方法の内容等について昨年から変更はありませんが、郵便局から「私製年賀が

軽くなっている」との指摘を受け、年賀葉書量目換算票が変更されています。 

 なお、返還する年賀郵便物の取り扱いについては、交渉情報 NO.29（2022.10.5）

「2022年度年末年始業務運行推進要綱」の別添 10－2により処理するとしています。 

 

 詳細については、支社資料を参照願います。 

 

 

 【労使対応】  情報提供 
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